
〔
解
説

1
〕

本
年
十
一
月
十
九
日
本
校
規
則
ヲ
改
正
ス

但
改
正
ノ
要
旨
ヲ
畢
ル
ニ
専
修
各
科
修
業
年
限
ヲ
四
ケ
年
卜
改
メ
タ
ル
ハ
従

来
生
徒
ノ
成
績
ヲ
見
ル
ニ
普
通
科
二
於
ル
諸
學
科
ノ
講
習
ハ
敢
テ
不
足
ト
セ

サ
レ
ト
モ
専
修
科
二
於
ル
宜
技
ノ
練
習
ハ
梢
足
ラ
サ
ル
ノ
感
ア
リ
故
二
修
業

ノ
年
限
ヲ
改
メ
普
通
科

二
於
テ
一
年
ヲ
減
シ
専
修
科
二
於
テ
一
年
ヲ
加
ヘ
リ

又
既

二
普
通
科
ノ
年
限
ヲ

一
ケ
年
短
縮
ス
ル

ニ
於
テ
ハ
其
課
程
全
ク
各
科
ニ

封
ス
ル
豫
備
タ
ル
ニ
過
キ
ス
随
テ
従
来
ノ
如
ク
専
修
普
通
ノ
両
科
二
分
ッ
ノ

必
要
ナ
キ
ニ
依
リ
普
通
科
ヲ
豫
備
ノ
課
程
卜
改
稲
シ
専
修
科
ノ
稲
ハ
之
ヲ
廃

セ
リ
又
従
前
ノ
規
則
第
五
條
ヲ
削
除
シ
タ
ル
ハ
特
別
ノ
課
程
ハ
速
成
ヲ
主
ト

シ
一
時
教
員
ノ
急
需
二
應
ス
ル
ニ
在
リ
ッ
ト
雖
方
今
絵
監
ノ
技
術
日
二
月
ニ

進
歩
シ
敷
年
ヲ
出
ス
シ
テ
大
二
其
面
目
ヲ
改
メ
ソ
ト
ス
ル
ノ
勢
ア
リ
此
時
ニ

営
テ
猶
速
成
ヲ
以
テ
旨
趣
ト
セ
ハ
恐
ク
ハ
練
習
功
足
ラ
ス
能
ク
一
般
ノ
進
歩

ニ
適
合
シ
難
キ

ノ
虞
ア
リ
殊

二
本
學
年

ョ
リ
毎
年
箱
画
本
科
卒
業
生
ア
リ
此

中
普
通
岡
画
教
員
タ
ラ
ソ
ト
ス
ル
ノ
志
望
ヲ
抱
ク
モ
ノ
亦
少
ナ
カ
ラ
ス
此
上

特
二
教
員
養
成
ノ
科
ヲ
置
ヵ
サ
ル
モ
普
通
園
画
教
貧
ヲ
得
ル
ノ
道
自
ラ
在
リ

是
レ

此
條
ヲ
削
除
セ
シ
所
以
ナ
リ
又
學
科
課
程
及
時
間
割
ノ
改
正
ハ
従
来
ノ

成
績
二
照
シ
特
二
重
キ
ヲ
宜
技
二
置
キ
生
徒
修
學
ノ
能
カ
二
應
シ
テ
之
ヲ
定

學

規

東

東
美
術
學
校
第
四
年

報

詞

疇

妍

第
四
節

明
治
二
十
五
年

（
投
影
画
法
、
透
視
画
法
ヲ
教
ユ
）

幾
何
學

理

科

同 同

時時
二
時

同

九
時

第
三
條

（
名
画
二
憑
捩
シ
線
画
濃
淡
ノ
要
旨
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

生

寓
（
宜
物
二
就
キ
花
丼
朔
毛
山
水
人
物
等
ノ
姿
勢
趣
致
着
色
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

造

型
（
木
彫
法
二
由
テ
物
体
ヲ
彫
造
ス
ル
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

用
器
画
法 豫

備
ノ
課
程

臨

盟

同 同

八
時

毎

週

十

時

ム
又
新
二
岡
画
講
習
科
ノ
規
程
ヲ
設
ケ
タ
ル
ハ
従
来
府
縣
立
學
校
岡
画
教
員

ノ
技
術
學
力
未
ク
十
分
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
普
通
圏
壷
教
育
ノ
為
メ
ー
ノ
欠

典
ト
ナ
セ
リ
今
道
鹿
府
縣
ノ
須
要
二
應
シ
其
紹
介
ヲ
以
テ
講
習
生
ト
シ
テ
入

學
ヲ
許
シ
補
修
ノ
道
ヲ
開
カ
ハ
便
益
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス
ル
ニ
因
ル

東
京
美
術
學
校
規
則

。

細

則

第
一
條
本
校
ハ
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
美
術
工
藝
ノ
諸
科
ヲ
置
キ
各
科
専
門

ノ
技
術
家
及
普
通
岡
画
ノ
教
員
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

但
建
築
科
ハ
嘗
分
之
ヲ
鋏
ク

第
二
條
各
科
ノ
修
業
年
限
ヲ
四
ケ
年
ト
シ
入
學
ノ
初
二
於
テ
別
ニ
―
ヶ
年
間

豫
備
ノ
課
程
ヲ
履
修
セ
シ
ム

。
學
科
課
程

豫
備
ノ
課
程
及
各
科
ノ
課
程
左
ノ
如
シ
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（
自
己
ノ
意
匠
ヲ
用
ヰ
テ
麿
様
岡
按
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

（
人
体
及
動
物
ノ
筋
肉
骨
格
等
美
術
二
関
ス
ル
解
剖
ノ
概
要
ヲ
講
授
ス
）

考
古
學

（
東
洋
考
古
學
中
美
術
上
二
要
用
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
講
授
ス
）

和
漢
文 按

同 同 同 同 同 同

一一時
二
時

岡
按
法

（
自
己
ノ
意
匠
ヲ
用
テ
新
作
セ
シ
ム
）

同

一
時

新寓

按

同

生

同

六
時

六
時

岡
按
法

（
各
代
装
飾
ノ
様
式
二
基
キ
美
術
工
藝
図
按
ヲ
作
ル
ノ
要
法
ヲ
講
授
ス
）

用
器
画
法

美
術
解
剖

二
時

二
時

摸

刻
（
標
本
二
就
テ
摸
造
ヲ
為
サ
シ
メ
其
刀
法
及
彩
色
等
ヲ
練
習
セ
シ
ム
）

毎
週
十
三
時

一
時

（
名
画
二
就
テ
臨
摸
摸
窯
ヲ
為
サ
シ
メ
筆
愚
彩
絵
ヲ
練
習
セ
シ
ム
）

窯新

毎
週
三
十
九
時

生

同

十
時

七
時

（閉
通

111画
教
員
志
望
ノ
者
二
限
リ
ー

用
器
画
法
新
按
時
問
内
二
於
テ
之
ヲ
課
ス

教
育
學
（
仝
上
）

第
四
年

製
作
宜
習

卒
業
製
作彫

刻
科

第
一
年

同

二
時

臨

摸
（
和
文
和
歌
及
漢
詩
漢
文
二
依
リ
誼
法
意
義
ヲ
教
ユ
）

美
學
及
美
術
史

（
本
邦
及
各
國
美
術
ノ
源
委
因
革
ヲ
講
授
ス
）

体

操
（
徒
手
体
操
、
兵
式
体
操
ヲ
数
ュ
）

絵
盟
科

第
一
年

毎
週
十
二
時

同

時

新窺

按生

毎
週
十
四
時

同
二
十
五
時

同

二
時

同

同

二
時

同

二
時

四
時

新

（
美
術
上
二
適
要
ナ
ル
理
科
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
）

歴

史
（
風
俗
生
活
等
ノ
様
式
ヲ
主
ト
シ
テ
本
邦
歴
史
ノ
概
略
ヲ
講
義
ス
）

和
漢
文

用
器
画
法

建
築
装
飾
術

（
本
邦
及
各
國
建
築
内
外
装
飾
ノ
大
要
ヲ
授
ク
）

第
三
年

同

二
時

窯 臨

按生摸

同

第 3立

同

草 創

同

二
時

期

体

操

第
二
年

毎
週

同

十
時

十
一
時

十
二
時

一
時
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卒
業
製
作

摸窟新

按
彫
造
手
訣

第
四
年
（
仝
上
）

製
作
賀
習

毎
週
一
二
十
九
時

同 同

生

同

九
時

十
一
時

一
時

絵

画

應
用
化
學

（
分
金
合
金
等
金
工
二
適
営
ナ
ル
應
用
化
學
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
）

第
三
年

工
場
賓
習

彫
金
圏
按

（
彫
金
二
適
嘗
ナ
ル
圏
按
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

第
四
年

毎
週
一
―
―
十
二
時

七
時

同

刻

新

按

建
築
装
飾
術

彫
造
手
訣

（
彫
刻
二
必
要
ナ
ル
手
訣
ヲ
ロ
授
ス
）

各

種

材

料

手

法

四

時

（蟻
、
土
、
竹
、
牙
、
角
、
石
、
介
、
等
彫
刻
二
用
フ
ヘ
キ
材
料
ノ
性
質
用

法
及
手
法
ヲ
教
ュ
）木

彫
科
、
石
彫
科
、
牙
角
彫
刻
科
）

第
三
年

（ノ
内
一
科
ヲ
撰
ヒ
専
修
セ
・ソ
ム

毎
週
十
八
時

同

二
時

工
場
宜
習

毎
週
三
十
時

七
時

同

第
二
年

同

同 同

一時時

同 同

四
時

一
時

彫
金
科

第
一
年

工
場
賓
習

（
摸
刻
新
按
等
學
年
ヲ
逐
テ
金
属
彫
刻
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

圏
按
法

縮

画
（
臨
画
窯
生
ヲ
練
習
七
シ
ム
）

金
工
史

（
金
工
沿
革
ノ
概
要
ヲ
講
授
ス
）

美
術
解
剖

考
古
學

和
漢
文

体

操

同 同

二
時

二
時

同

八
時

寓摸

生刻

毎
週
十
五
時

七
時

同

同

一
時

第
二
年

同

圏
按
質
習

（
彫
刻
圏
按
二
適
要
ナ
ル
絵
画
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

美
術
解
剖

和
漢
文

考
古
學

体

操

同

同

一
時

十
四
時

同 同

一時一時時

同 同

二
時

六
時

美
術
工
藝
科

毎
週
十
六
時
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工
場
実
習

鋳
金
圏
按

第
三
年

第
二
年

工
場
賞
習

造

型

絵

聾

應
用
化
學

毎
週
十
八
時

七
時

同

同

二
時

同 同

同

二
時

工
場
実
習

調
漆
法

絵

画

應
用
化
學

毎
週
二
十
四
時

六
時

七
時

同

七

時

第
二
年

毎
週
十
六
時

同

十

四

時

（
漆
ノ
調
合
及
楳
漆
法
ノ
大
要
ヲ
教
ュ
）

圏
按
法

絵

書
l

漆
工
史

（
漆
工
沿
革
ノ
概
要
ヲ
講
授
ス
）

美
術
解
剖

考
古
學

和
漢
文

体

操

同 同 同

絵
（
臨
画
及
窟
生
ヲ
練
習
セ
シ
ム
）

金
工
史

美
術
解
剖

考
古
學

和
漢
文

体

操

同

一
時

二
時

二
時

二
時

一
時

同

二
時

二
時

二
時時

同 同

同

同

同

同

同

一
時

七
時

一
時

画

同

圏
按
法

同

一
時

十
四
時

工
場
宜
習

卒
業
製
作〔解

説

2
〕

鋳
金
科

第
一
年

工
場
宜
習

（
鋳
型
鋳
造
及
鋳
浚
等
鋳
金
ノ
法
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

造

型
（
颯
型
、
土
型
等
ヲ
以
テ
花
升
箭
毛
人
物
等
ノ
形
状
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

工
場
宜
習

（
摸
造
新
按
等
蒔
絵
ノ
法
ヲ
習
得
セ
シ
ム
）

調
漆
法

同 毎
週

七
時

蒔
絵
科

第
一
年

九
時

卒
業
製
作

毎
週
三
十
九
時

第
四
年

工
場
実
習

（
鋳
金
二
適
嘗
ナ
ル
圏
按
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

蟻

型

同

七

時

毎
週
十
六
時

毎
週
一
二
十
九
時

同

十

四

時
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第
六
條

孝
明
天
皇
祭

紀

元

節

春
季
皇
霰
祭

誹
武
天
皇
祭

授
業
ハ
十
一
月
一
日
ョ
リ
―
―
一
月
―
―
―
十
一
日
マ
テ
午
前
第
八
時
ョ
リ
始

新

嘗

秋
季
皇
霙
祭

本
校
設
置
紀
念
日

紳

嘗

祭

節祭

天

長

（
漆
ノ
性
質
ヲ
知
ラ
シ
メ
化
色
配
色
等
漆
工
二
適
当
ナ
ル
應
用
化
學
ノ
大
意

ヲ
講
授
ス
）第

三
年

毎
週
三
十
二
時

七
時

毎
週
三
十
九
時

工
場
実
習

蒔
絵
圏
按

（
蒔
絵
二
適
当
ナ
ル
圏
按
ヲ
作
ラ
シ
ム
）

第
四
年

工
場
実
習

卒
業
製
作。

學
年
及
休
業
規
程

第
四
條
學
年
ハ
九
月
十
一
日
二
始
マ
リ
七
月
十
日
二
終
ル

第
五
條
休
業
ハ
冬
季
ハ
十
二
月
廿
五
日
ョ
リ
一
月
七
日
二
至
ル
ニ
週
間
、
春

季
ハ
四
月
十
日
ョ
リ
同
月
十
六
日
二
至
ル
一
週
間
、
夏
季
ハ
七
月
十
一
日
ョ

リ
九
月
十
日
二
至
ル
ニ
ヶ
月
間
ト
シ
日
曜
日
及
左
ノ
祭
日
祝
日
ハ
休
業
ス

同

第
十
條 モ

ノ
ト
ス

（
四
）
地
理

メ
四
月
一
日
ョ
リ
十
月
三
十
一
日
マ
テ
午
前
第
七
時
三
十
分
ョ
リ
始
ム

。
入
學
在
學
及
退
學
規
程

入
學
ノ
期
ハ
毎
學
年
ノ
始
ト
ス

第
七
條但

臨
時
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
ッ

第
八
條
入
學
志
願
者
ハ
本
校
二
於
テ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ク
ル
者
卜
道
題
府
縣
ノ

特
選
二
係
ル
者
ト
ノ
ニ
種
ト
ス

第
九
條
入
學
者
ハ
年
齢
満
十
六
年
以
上
満
二
十
五
年
以
下
ト
シ
品
行
善
良
身

体
強
健
ニ
シ
テ
本
校
二
於
テ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
ハ
花
二
掲
ク
ル
課
目

二
合
格
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
道
罷
府
縣
立
尋
常
中
學
校
卒
業
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
（
一
）
ヨ
リ
（
六
）
迄
ノ
課

目
ノ
試
験
ヲ
要
セ
ス

入
學
試
瞼
課
目

（
一
）
讀

（
二
）
作

(-―-）敷

學 文 書

（
五
）
歴
史

（
六
）
物
理
學
及
化
學
大
要

（
七
）
臨
画
及
新
画
流
派
及
材
料
ヲ
問
ハ
ス

（
八
）
彫
刻
摸
造
及
彫
刻
闘
按
仝
上

但
（
七
）
（
八
）
ノ
課
目
ハ
受
験
者
ノ
望
二
任
七
執
レ
カ
其
一
ヲ
揮
ハ
シ
ム
ル

和
漢
文

漢
字
交
リ
文

算
術
及
平
面
幾
何

日
本
及
萬
國
地
理
大
要

日
本
及
支
那
歴
史
大
要

道
麗
府
縣
ノ
特
選
二
係
ル
者
ハ
該
題
二
於
テ
美
術
上
二
望
ア
リ
ト
認

メ
且
入
學
試
瞼
課
目
中
第
一
第
二
第
三
第
四
第
五
第
六
ノ
課
目
二
合
格
ノ
證
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第
十
八
條

調
製
着
用
ス
ヘ
シ

第
十
七
條
生
徒
疾
病
其
他
事
故
ア
リ
テ
鉄
課
ス
ル
ト
キ
ハ
其
理
由
及
日
限
ヲ

記
シ
常
日
又
は
翌
日
中
二
保
証
人
ヨ
リ
居
出
ヘ
シ
若
シ
病
氣
鉄
課
七
日
以
上

ニ
及
フ
ト
キ
ハ
啓
証
ヲ
添
へ
差
出
ス
ヘ
、
ソ

學
業
及
品
行
殊
二
優
等
ナ
ル
生
徒
ヲ
選
ヒ
之
ヲ
特
待
生
卜
為
シ
一

第
十
六
條
生
徒
ハ
入
學
後
一
ヶ
月
以
内
二
自
費
ヲ
以
テ
本
校
制
定
ノ
服
帽
ヲ

出
ヘ
シ

第
十
五
條

保
証
人
又
ハ
副
保
証
人
事
故
ア
リ
テ
婁
更
ス
ル
ト
キ
ハ
前
條
二
準

ス
ル
保
證
人
ヲ
以
テ
之
二
代
へ
更
二
在
學
訛
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ
又
正
副
保
証
人

三
潤
間
以
上
府
外
二
旅
行
ス
ル
ト
キ
ハ
豫
メ
相
営
ノ
代
理
ヲ
立
テ
本
校
へ
届

シ／ 明
ヲ
ナ
シ
且
ッ
第
七
又
ハ
第
八
ノ
課
目
二
相
営
ス
ル
製
作
物
ヲ
本
校
二
送
致

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
本
校
二
於
テ
其
製
作
物
ヲ
評
定
シ
入
學
ヲ
許
否
ス

第
十

一
條
本
校
二
於
テ
入
學
試
験
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
試
瞼
料
金
壱
園
ヲ
本
校
収

入
官
吏
二
納
ム
ヘ
シ
若
シ
自
己
ノ
都
合
二
由
リ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ヶ
サ
ル
モ
既

納
ノ
試
瞼
料
ハ
返
付
七
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
條
入
學
志
願
者
ハ
入
學
願
書
（
5
-
頑
）
二
履
歴
書
(
5
二
頑
）
及
試
験
料
ヲ

添
へ
本
校
へ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
一
＿
一
條
入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
正
副
保
証
人
連
署
ノ
在
學
証

書

(m贔
）
ヲ
出
ス
ヘ
シ

第
十
四
條
正
副
保
證
人
ハ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
東
京
市
及
北
豊
島
、
南

足
立
、
南
葛
飾
―
―
一
郡
内
二
於
テ
一
家
計
ヲ
立
テ
生
徒
ノ
父
兄
親
戚
又
ハ
父
兄

ノ
知
友
ニ
シ
テ
生
徒
ノ
身
分
二
関
シ
一
切
ノ
事
ヲ
引
受
ク
ル
ニ
足
リ
且
修
學

上
二
関
渉
シ
得
ヘ
キ
縁
故
ア
ル
者
ニ
シ
テ
本
校
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
へ

學
年
間
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

第
十
九
條
生
徒
學
業
成
達
ノ
目
途
ナ
キ
者
ハ
除
名
シ
怠
惰
不
行
状
又
ハ
本
校

ノ
規
則
告
示
等
二
背
反
シ
其
他
本
校
生
徒
ノ
風
儀
ヲ
棄
ス
等
ノ
者
ハ
其
惰
状

ノ
軽
重
二
依
リ
懲
誡
停
學
、
逐
學
二
慮
ス

第
二
十
條
生
徒
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
二
由
リ
退
學
セ
ソ
ト
ス
ル
者

ハ
其
事
由
ヲ
詳
記
シ
正
副
保
証
人
ノ
連
署
ヲ
以
テ
願
出
ヘ
シ

。
試
業
及
証
書
規
程

第
二
十
一
條
學
年
試
業
ハ
毎
學
年
ノ
終
リ
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
其
成
績
黙
二
平

常
課
業
ノ
成
績
黙
ヲ
ニ
倍
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
加
ヘ
―
―
―
ヲ
以
テ
除
シ
合
格
ノ
者
ハ

進
級
セ
シ
ム
平
常
課
業
ノ
成
績
黙
ハ
一
學
年
間
課
業
ノ
成
績
二
採
リ
受
持
教

員
ノ
見
込
二
依
リ
又
ハ
臨
時
試
業
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
二
條
各
科
中
美
術
質
技
二
於
テ
ハ
受
持
教
員
ノ
見
込
ヲ
以
テ
學
年
試

業
ヲ
施
サ
ス
シ
テ
平
常
ノ
成
績
二
捩
リ
評
貼
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
三
條
學
年
試
業
評
貼
ハ
各
課
一
百
ヲ
以
テ
最
高
黙
ト
シ
諸
課
目
ノ
平

均
六
十
貼
以
上
ヲ
合
格
貼
ト
ス

但
美
術
質
技
ノ
成
績
一
科
目
六
十
黙
二
満
タ
サ
ル
者
又
ハ
他
ノ
科
目
ノ
成

績
一
科
目
四
十
貼
二
満
タ
サ
ル
者
ハ
倶
二
進
級
セ
シ
メ
ス

第
二
十
四
條
美
術
賞
技
ノ
學
年
試
業
成
績
評
黙
ハ
当
茨
教
員
ノ
意
見
ヲ
参
酌

シ
本
校
教
員
會
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
評
定
ス
ヘ
シ

第
二
十
五
條
學
年
試
業
二
鋏
席
ノ
者
ハ
進
級
ノ
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

但
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
鋏
席
ス
ル
者
ハ
一
週
間
以
内
ニ

其
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ノ
上
試
業
ヲ
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
平
常
課
業

ノ
成
績
優
等
ノ
者
二
限
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
六
條
各
科
所
定
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
試
業
ヲ
完
了
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
卒
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但
美
術
賀
技
ノ
外
ハ
之
ヲ
撰
フ
コ
ト
ヲ
得
ス

ヘ
シ

。
撰
科
規
程

第
三
十
五
條
各
科
中
特
ニ
ー
課
目
若
ク
ハ
敷
科
目
ヲ
撰
ヒ
學
修
セ
ン
ト
欲
シ

入
學
ヲ
願
出
ッ
ル
者
ハ
年
齢
満
十
七
年
以
上
ニ
シ
テ
営
挟
教
員
二
於
テ
試
験

シ
教
員
會
議
ヲ
以
テ
所
撰
ノ
課
目
ヲ
學
修
ス
ル
ニ
堪
ュ
ル
ト
認
ム
ル
者
二
限

リ
各
級
正
科
生
二
鋏
員
ァ
ル
ト
キ
ハ
撰
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル

第
三
十
四
條
研
究
科
ヲ
修
メ
タ
ル
者
ニ
ハ
願
二
依
リ
其
証
状
ヲ
与
フ
ル
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
一
條
研
究
生
ハ
自
己
ノ
新
按
ヲ
以
テ
特
別
ノ
製
作
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ト
ス
毎
學
年
ノ
末
教
員
會
議
二
於
テ
其
成
績
優
劣
二
随
ヒ
之
ヲ
第
一
第
二
第

三
ノ
三
等
二
評
定
ス

第
三
十
二
條
研
究
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
七
ス
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
三
十
三
條
研
究
生
宜
技
研
究
ノ
為
メ
旅
行
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
旅
吸
ヲ
給
与

モ
ノ
ト
ス

業
証
書
ヲ
付
典
ス

第
二
十
七
條
生
徒
在
學
中
ノ
學
業
品
行
等
殊
二
優
等
ノ
者
ニ
ハ
卒
業
ノ
際
其

証
書
ヲ
付
典
ス

。
研
究
科
規
程

第
二
十
八
條
各
科
卒
業
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
猶
其
賀
技
ヲ
研
究
セ
シ
ト
欲
シ
願
出

ツ
ル
者
ハ
適
嘗
卜
認
ム
ル
者
二
限
リ
研
究
生
タ
ル
ヲ
許
ス

第
二
十
九
條
研
究
生
ノ
在
學
期
限
ハ
ニ
ヶ
年
以
内
ト
ス

第
三
十
條
研
究
生
ハ
各
自
ノ
志
望
二
依
リ
特
二
其
教
員
ノ
指
導
ヲ
受
ク
ヘ
キ

第
三
十
六
條
本
校
生
徒
ニ
シ
テ
美
術
上
ノ
宜
技
豫
備
ノ
課
程
卒
業
以
上
ノ
程

度
ヲ
有
ス
ル
モ
身
体
嘉
弱
等

ニ
シ
テ
所
定
ノ
正
科
ヲ
履
修
ス
ル
ニ
耐
工
サ
ル

者
ハ
願
二
依
リ
試
瞼
ノ
上
撰
科
生
二
編
入
ス
ル
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
七
條
撰
科
生
ハ
所
撰
ノ
課
目
二
就
テ
正
科
生
卜
同
シ
ク
試
業
ヲ
受
ヶ

合
格
ノ
者
ハ
願
二
依
リ
証
状
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
三
十
八
條
入
學
及
授
業
料
其
他
ノ
規
程
ハ
正
科
生
卜
同
、
ッ
ク
遵
守
ス
ヘ
キ

。
圏
画
講
習
科
規
程

第
三
十
九
條
道
鹿
府
縣
立
學
校
圏
画
教
員
ニ
シ
テ
尚
其
技
術
又
ハ
圏
画
二
関

ス
ル
學
科
ヲ
補
修
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
営
挟
道
鹿
府
縣
ノ
紹
介
二
依
リ
毎
學

年
ノ
始
メ
ニ
於
テ
圏
画
講
習
生
ト
シ
テ
試
瞼
ヲ
用
ヒ
ス
入
學
セ
シ
ム
ル
コ
ト

第
四
十
條
圏
画
講
習
生
在
學
ノ
期
限
ヲ
一
ケ
年
以
上
ニ
ケ
年
以
内
ト
ス

第
四
十
一
條
園
画
講
習
生
ノ
履
習
ス
ヘ
キ
課
程
ハ
各
自
ノ
志
望
卜
學
カ
二
依

リ
営
映
教
員
會
議
ヲ
以
テ
特
二
之
ヲ
定
ム

第
四
十
二
條
圏
画
講
習
生
ハ
各
自
所
定
ノ
科
目
二
就
キ
試
業
ヲ
受
ク
ヘ
キ
モ

ノ
ト
ス
合
格
ノ
者
ハ
其
証
状
ヲ
付
興
ス

第
四
十
―
―
一
條
圏
画
講
習
生
ハ
保
証
人
ヲ
要
セ
ス
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
四
十
四
條
園
画
講
習
生
ハ
特
二
規
定
ス
ル
モ
ノ
、
外
正
科
生
卜
同
シ
ク
本

校
規
程
ヲ
遵
守
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

。
授
業
料
及
其
他
ノ
費
用

第
四
十
五
條
授
業
料
ハ
一
學
年
金
拾
円
ト
シ
九
月
、
十
一
月
、
二
月
、
四
月

ノ
初
、
定
日
二
於
テ
本
校
収
入
官
吏
二
納
ム
ヘ
シ

但
修
業
年
限
中
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
等
二
由
リ
退
學
ス
ル
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ

モ
ノ
ト
ス
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年

月

日

年

月

日

本
籍
族

戸
主
ニ
ア

ラ
サ
）

（レ

ハ
某
子
弟
等

姓

名

何
年
何
月
生

印

ア
ル
モ
既
納
ノ
授
業
料
ハ
返
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
六
條
教
科
用
ノ
岡
書
、
絵
画
彫
刻
美
術
工
藝
用
ノ
小
道
具
及
絵
具
、

紙
、
筆
等
ハ
穂
テ
生
徒
ノ
自
辮
ト
ス

但
賀
技
上
重
要
ノ
器
品
等
ハ
本
校
ョ
リ
之
ヲ
貸
付
ス

◇
 

第
一
琥
書
式
（
翌
滋

）

入
學
願
書

私
儀
御
校
二
入
學
仕
度
履
歴
書
及
試
瞼
料
相
添
此
段
相
願
候
也

宿
所

本
籍
族

（霜

恥

忠

）姓

名

印

何
年
何
月
生

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

第
二
琥
害
式
（
翌
ぽ
祖）

履
歴
書

何
年
何
月
何
地
何
立
何
學
校
二
入
リ
又
ハ
教
師
某
二
就
キ
何
年
間
何
學

修
業
云
々

何
年
何
月
何
地
二
於
テ
何
年
問
何
業
二
従
事
云
々

何
年
何
月
何
虞
二
於
テ
何
事
二
付
賞
罰
ヲ
受
ク
ル
等

家
業
何
々

右
之
通
有
之
候
也

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

右
之
者
従
来
品
行
善
良
ノ
者
ニ
テ
前
文
之
趣
相
違
無
之
候
二
付
私
共
保
証

人
二
相
立
チ
平
常
本
人
ノ
品
行
等
監
督
可
致
ハ
勿
論
在
學
中
二
係
ル
事
件

ハ
一
切
引
受
可
申
候
依
テ
右
保
証
候
也

宿
所

本
年
中
慮
理
シ
タ
ル
公
文
往
復
ノ
敷
ハ
合
計
九
百
二
十
件
ニ
シ
テ
内
収
受
四
百

五
十
二
件
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
文
部
省
二
百
八
十
一
件
同
省
直
轄
學
校
二
十
九
件

他
各
省
三
十
四
件
道
鹿
府
縣
六
十
九
件
會
社
人
民
一
―
―
十
九
件
ナ
リ
又
発
送
四
百

虞

務 年

月

日

年

月

日

同

上

副

保

証

人

姓

名

印
何
年
何
月
生

保

証

本
籍
族
職
業

本
人
ノ
父

）

（
兄
親
戚
等

人

姓

名

何
年
何
月
生 印

第
三
琥
書
式
（
翌
項
m
)

在
學
証
書

私
儀
今
般
入
學
御
許
可
相
成
候
二
付
在
學
中
御
規
則
等
堅
ク
相
守
リ
勤
學

可
仕
候
依
テ
右
証
書
如
斯
候
也

宿
所

本
籍
族
（
嗜
配
釦
5
)姓

何
年
何
月
生

名

印
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六
十
八
件
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
文
部
省
一
二
百
一
―
―
十
四
件
同
省
直
轄
學
校
十
五
件
他

各
省
二
十
一
件
道
顧
府
縣
八
十
一
件
會
社
人
民
十
七
件
ナ
リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス

レ
ハ
収
受
四
十
一
件
発
送
九
十
六
件
通
計
百
一
―
―
十
七
件
増
加
セ
リ
又
本
年
中
事

務
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ

一
月
八
日
授
業
始
メ
ニ
付
花
ノ
式
ヲ
執
行
ス

同
日
午
前
第
八
時
会
議
室
ノ
中
央
ニ

天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
影
ヲ
奉
掲
シ
卓
上
二
勅
語
ヲ
奉
置
シ
校
長
教
員
事

務
員
及
生
徒
等
一
同
制
服
ヲ
着
シ
式
場
二
入
リ
順
次
奉
拝
シ
次
テ
教
授
文
學

博
士
黒
川
真
頼
勅
語
ヲ
奉
読
シ
右
畢
テ
各
退
場
セ
リ

〔解
説

3
〕

二
十
二
日
文
部
省
ョ
リ
閣
龍
世
界
博
覧
會
へ
本
校
ョ
リ
出
品
費
用
ト
シ
テ
農
商

務
省
ョ
リ
配
付
ノ
金
二
千
七
百
円
交
付
セ
ラ
レ
乃
絵
画
科
彫
刻
科
美
術
工
藝
科

中
彫
金
鋳
金
蒔
絵
等
ノ
諸
科
へ
右
金
額
分
配
各
科
出
品
ノ
準
備
二
著
手
セ
リ

二
月
一
日
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
東
京
府
平
民
村
山
旬
五
富
山
縣
士
族
木

村
良
吉
東
京
府
士
族
齋
藤
謙
福
島
縣
平
民
吉
田
金
吉
東
京
府
平
民
船
田
虎
蔵
ノ

五
人
卒
業
証
書
授
与
式
ヲ
畢
行
シ
其
式
左
ノ
如
シ

同
日
第
九
番
教
室
ヲ
以
テ
式
場
ト
シ
中
央
ニ

天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
影
ヲ
奉
掲
シ
卓
上
二
勅
語
ヲ
奉
置
シ
午
後
第
一
時

校
長
教
員
事
務
員
及
生
徒
等
一
同
制
服
ヲ
着
、
ソ
式
場
二
入
リ
参
列
シ
校
長
卒

業
生
二
証
書
ヲ
授
与
シ
卒
業
生
御
影
ヲ
参
拝
、
ソ
テ
各
復
席
シ
校
長
井
二
黒
川

教
授
ノ
訓
諭
卒
業
生
網
代
ノ
答
辞
ア
リ
右
畢
テ
各
退
散
ス

同
日
教
授
竹
内
久
―
二
技
術
研
究
ノ
為
メ
奈
良
縣
下
へ
出
張
ヲ
命
ス

十
一
日
紀
元
節
二
付
御
影
奉
拝
式
ヲ
執
行
ス

二
十
五
日
本
校
一
覧
編
成
二
付
上
申
ス
（
紅
四
竺
立
罪
砕
[
)

三
月
八
日
兼
テ
逹
セ
ラ
レ
タ
ル
閣
龍
吉
界
博
覧
会
へ
臨
時
博
覧
会
事
務
局
ョ
リ

ム

〔
解
説
4
〕

本
邦
家
屋
出
陳
二
付
其
構
造
井
二
室
内
装
飾
等
ノ
設
計
二
付
取
調
書
ヲ
上
申
ス

尋
テ
室
内
装
飾
工
事
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
映
製
作
二
着
手
セ
リ
十
日
第
一
高
等
中

學
校
教
授
本
校
嘱
託
教
員
小
島
憲
之
へ
金
百
八
拾
円
文
部
技
師
本
校
嘱
託
教
員

久
留
正
道
へ
金
百
五
拾
円
右
執
レ
モ
従
来
ノ
報
酬
ト
シ
テ
贈
付
ス
（
五
疇
仁
町
翌
[
幸

年
三
月
二
至
ル
満
一
ヶ
）

年
二
対
ス
ル
報
酬
ナ
リ

四
月
三
日
神
武
天
皇
祭
二
付
奉
拝
式
ヲ
執
行
ス

二
十
二
日
教
授
今
泉
雄
作
美
術
取
調
ノ
為
メ
教
授
橋
本
雅
邦
教
授
高
村
光
雲
技

術
研
究
ノ
為
メ
右
執
レ
モ
往
復
滞
在
ト
モ
一
週
日
ヲ
以
テ
栃
木
縣
下
日
光
出
張

ヲ
命
ス
ニ
十
―
―
―
日
學
術
研
究
ノ
為
メ
生
徒
一
同
教
員
附
添
栃
木
縣
下
日
光
へ

旅
行
シ
同
所
二
於
テ
ニ
泊
蹄
京
シ
同
日
ョ
リ
四
日
問
臨
時
休
業
ス
三
十
日
明

治
二
十
四
年
四
月
ョ
リ
本
年
三
月
二
至
ル
本
校
官
有
財
産
ノ
増
減
異
同
取
調
書

同
日
教
授
上
原
六
四
郎
へ
職
務
勉
励
ノ
賞
ト
シ
テ
金
六
拾
圃
下
賜

五
月
九
日
教
授
今
泉
雄
作
教
授
橋
本
雅
邦
雇
伊
東
貞
文
學
術
研
究
ノ
為
メ
往
復

滞
在
ト
モ
一
週
日
以
内
ヲ
以
テ
京
都
出
張
ヲ
命
ス

六
月
七
日
道
罷
府
縣
へ
特
選
生
募
集
ノ
照
会
ヲ
発
シ
八
月
廿
五
日
合
格
者
十
一

人
二
入
學
ヲ
許
ス
又
同
日
ョ
リ
八
月
五
日
二
至
ル
第
五
閲
生
徒
ヲ
募
集
シ
八
月

十
五
日
ョ
リ
十
九
日
二
至
ル
入
學
試
瞼
ヲ
行
ヒ
合
格
者
五
十
三
人
二
入
學
ヲ
許

シ
道
鹿
府
縣
特
選
二
係
ル
ト
通
計
六
十
四
人
ナ
リ
九
月
十
一
日
ョ
リ
授
業
ヲ
始

十
日
本
校
銃
器
火
薬
取
締
規
則
ヲ
定
ム
ル
花
ノ
如
シ

東
京
美
術
學
校
銃
器
火
薬
取
締
規
則

第
一
條
銃
器
ハ
縮
テ
体
操
教
員
ヲ
シ
テ
之
レ
カ
取
締
ヲ
為
サ
シ
ム

第
二
條
銃
器
ハ
銃
器
室
二
蔵
メ
体
操
教
員
ノ
指
揮
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
出
納
ス

セ
ラ
ル

ヲ
上
申
ス
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ノ
ト
ス

ル
ヲ
許
サ
ス

但
銃
器
室
ノ
鍵
ハ
体
操
教
員
之
ヲ
監
守
ス

第
三
條
銃
器
ハ
兵
式
体
操
用
又
ハ
体
操
教
員
ノ
生
徒
ヲ
引
率
シ
テ
発
火
演

習
射
的
演
習
等
ヲ
ナ
ス
ノ
時
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
校
外
へ
携
出
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

第
四
條
体
操
教
員
ハ
銃
器
室
ノ
開
閉
毎
二
銃
器
ノ
破
損
又
ハ
紛
失
等
ナ
キ

ャ
否
二
注
意
シ
検
査
ス
ヘ
シ

第
五
條
装
弾
及
火
薬
ハ
発
火
演
習
又
ハ
射
的
演
習
ノ
都
度
其
使
用
シ
盛
ス

所
ノ
分
量
ヲ
計
テ
之
ヲ
購
求
シ
決
シ
テ
校
内
二
貯
蔵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
若
事
故

ア
リ
テ
残
餘
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
火
薬
免
許
商
人
へ
彿
戻
ス
ヘ
キ
モ

三
十
日
書
記
安
井
一
匡
後
藤
貞
行
へ
彫
刻
用
木
材
購
求
ノ
為
メ
往
復
滞
在
ト
モ

一
週
日
ヲ
以
テ
栃
木
縣
下
上
都
賀
郡
発
光
路
へ
出
張
ヲ
命
ス

七
月
十
一
日
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
東
京
府
士
族
谷
錬
太
郎
長
野
縣
平
民

横
山
常
五
郎
熊
本
縣
平
民
徳
永
松
喜
岡
山
縣
乎
民
奥
山
犀
吉
宮
城
縣
平
民
林
竹

次
郎
富
山
縣
平
民
鷹
田
亀
之
助
同
大
塚
泰
鹿
児
島
縣
士
族
永
井
質
治
三
重
縣
士

族
島
田
里
喜
蔵
岡
山
縣
平
民
大
橋
郁
太
郎
新
潟
縣
平
民
渡
部
織
衛
埼
玉
縣
士
族

芳
川
廷
輔
大
分
縣
士
族
木
元
平
太
郎
富
山
縣
士
族
中
村
安
太
郎
ノ
十
四
人
卒
業

証
書
授
与
式
ヲ
畢
行
シ
其
式
左
ノ
如
シ

同
日
第
九
番
教
室
ヲ
以
テ
式
場
ト
シ
中
央
ニ

天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
影
ヲ
奉
掲
、
ソ
卓
上
二
勅
語
ヲ
奉
置
、
ソ
午
前
第
十
一

時
校
長
教
員
事
務
員
及
生
徒
等
一
同
制
服
ヲ
着
シ
式
場
二
入
リ
参
列
シ
校
長

卒
業
生
二
証
書
ヲ
授
与
シ
卒
業
生
御
影
ヲ
奉
拝
シ
テ
復
席
ス
校
長
ノ
訓
諭
卒

業
生
穂
代
ノ
答
辞
ア
リ
右
畢
テ
一
同
校
内
ノ
庭
前
二
於
テ
立
食
ヲ
催
シ
―
―
一時

三
十
分
各
退
散
ス

〔解
説
5
〕

十
八
日
東
京
美
術
學
校
々
友
会
々
頭
岡
倉
覺
一
ニ
ョ
リ
同
会
建
物
建
設
ノ
為
メ
本

校
構
内
ノ
地
所
借
用
ノ
儀
願
出
二
付
文
部
省
へ
伺
済
ノ
上
認
可
ス

八
月
一
日
本
校
第
一
ー一
年
報
編
成
二
付
上
申
ス
（
四
戸
＋
）
十
六
日
生
徒
活
力
椋

査
成
績
表
井
二
昨
年
七
月
第
四
回
生
徒
募
集
入
學
ノ
際
施
行
セ
シ
体
格
検
査
成

績
表
等
ヲ
上
申
ス
ニ
十
九
日
文
部
技
師
本
校
嘱
託
教
員
久
留
正
道
へ
金
七
拾

五
円
従
来
ノ
報
酬
ト
シ
テ
贈
与
ス
（
口
饂
胡
壬
パ
印
応
這
ピュ
）

十
月
四
日
本
校
設
置
紀
念
日
二
付
同
日
午
前
第
八
時
校
長
教
員
事
務
員
及
生
徒

等
一
同
制
服
ヲ
着
、
ソ
会
議
室
二
参
集
シ
両
陛
下
御
影
奉
拝
井
二
勅
語
捧
誼
式

ヲ
執
行
シ
右
畢
テ
各
退
散
ス
十
三
日
屈
伊
東
貞
文
二
閣
龍
吉
界
博
覧
会
へ
出

陳
可
相
成
本
邦
家
屋
室
内
装
飾
取
付
ノ
為
メ
米
國
、
ソ
カ
ゴ
府
へ
出
張
ヲ
命
ス

二
十
一
日
兼
テ
臨
時
博
覧
会
事
務
局
ョ
リ
閣
龍
吉
界
博
覧
会
へ
出
陳
可
相
成
本

邦
家
屋
室
内
ノ
装
飾
又
ハ
本
校
ョ
リ
仝
会
へ
出
陳
ス
ヘ
キ
物
品
製
作
等
ノ
為
メ

教
員
及
生
徒
等
本
年
夏
期
休
業
ヲ
廃
シ
映
製
作
二
従
事
候
慮
同
日
ヲ
以
テ
略
落

成
候
二
付
二
十
二
日
ョ
リ
―
―
-
+
―
日
マ
テ
十
日
問
臨
時
休
業
ス

十
一
月
三
日
天
長
節
奉
祝
及
勅
語
捧
読
式
ヲ
行
フ
左
ノ
如
シ

同
日
第
九
番
教
室
ヲ
以
テ
式
場
ト
シ
中
央
ニ

天
皇
皇
后
両
陛
下
ノ
御
影
ヲ
奉
掲
シ
卓
上
二
勅
語
ヲ
奉
置
シ
午
前
第
八
時

校
長
教
員
事
務
員
及
生
徒
等
一
同
制
服
ヲ
着
シ
式
場
二
入
リ
正
列
順
次
参
拝

シ
次
テ
校
長
捧
読
席
二
著
キ
勅
語
ヲ
奉
誼
シ
且
盛
吉
ノ
在
ル
所
ヲ
訓
諭
シ
一

両
陛
下
ノ
萬
歳
ヲ
奉
祝
シ
右
畢
テ
各
退
散
セ
リ

十
日
本
校
規
則
改
正
ノ
儀
上
申
十
九
日
認
可
セ
ラ
ル

十
二
月
六
日
教
授
高
村
光
雲
助
教
授
岡
崎
雪
磐
へ
委
嘱
品
制
作
二
従
事
勉
励
ノ

廉
ヲ
以
テ
各
金
四
十
五
園
下
賜
セ
ラ
ル
十
七
日
教
授
石
川
光
明
へ
象
牙
観
音

彫
刻
二
従
事
勉
励
ノ
慰
労
ト
シ
テ
金
七
拾
円
下
賜
七
ラ
ル

同
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本
年
末
本
校
現
在
戦
員
ノ
敷
ハ
校
長
一
名
教
授
専
任
九
名
兼
任
二
名
助
教
授
六

名
技
手
専
任
一
名
兼
任
一
名
雇
教
員
五
名
嘱
託
教
員
五
名
事
務
嘱
託
員
一
名
書

翌
一
名
雇
事
務
員
五
名
通
計
一
＿
一
十
八
名
（鰐
浪
呪
悔
）
ナ
リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ

職

員
架

〔解
説

6
〕

西

郷

隆

盛

銅

像
〔
解
説

7
〕

日
蓮
上
人
銅
像
雛
形

筆 二
階
棚
及
付
属
品
等

燈

嚢

額 象

牙

彫

観

音

像

委
嘱
ヲ
受
ヶ
ッ
分

品

名

本
邦
家
屋
ノ
構
造
及
室
内
装
飾
ノ
設

計
方

コ
ロ
ン
プ
ス
千
廿
界
博
覧
会
へ
出
品
物

本
邦
古
代
家
屋
室
内
装
飾

銅

花

瓶

本
邦
家
屋
ノ
構
造
及
室
内
装
飾
ノ
設

計
方

観

音

銅

像

委
嘱
品
竣
功
ノ
分

品

名

壼

体

壼

体

壺

個

賦

拾

種

拾

九

棗

煎

面
六
拾
煎
熙

個

敷

壼

到

壼

体

壺

体

個

敷

福
岡
縣

東

京

樺

山

資

紀

外
一
名

佐

野

前

励

仝 仝 帝

國

博

物

館

文

部

省

仝 仝 臨
時
博
覧
会
事
務

，局

注

文

者

臨
時
博
覧
会
事
務
局

仝

池

田

守

拙

仝

森
村
市
太
郎

東

京

福

田

調

誘

注

文

者

本
年
中
本
校
二
於
テ
美
術
品
並
二

美
術
工
藝
製
作
委
嘱
ヲ
受
ケ
ル
モ
ノ
及
委
嘱

品
竣
功
セ
シ
モ
ノ
花
ノ
如
シ

一
名
増
加
セ
リ
又
本
校
定
額
ョ
リ
支
給
ス
ル
職
員
ノ
給
額
ハ
年
俸
金
戴
千
円
一

名
営
分
年
俸
金
七
百
円
四
名
営
分
年
俸
金
六
百
円
一
名
営
分
年
俸
金
五
百
円
三

名
営
分
年
俸
金
四
百
円
一
名
嘗
分
年
俸
金
一
二
百
円
一
名
月
俸
金
四
拾
円
三
名
月

俸
金
参
拾
五
円
五
名
月
俸
金
参
拾
円
一
名
月
俸
金
賦
拾
五
円
一
二
名
月
俸
金
賦
拾

円
二
名
月
俸
金
拾
五
円
三
名
月
俸
金
拾
壱
円
一
名
月
俸
金
五
円
一
名
日
給
金
参

拾
九
銭
二
名
嘱
託
報
酬
一
ケ
年
金
三
百
円
二
名
嘱
託
手
当
一
ケ
年
金
戴
百
四
十

円
一
名
仝
一
ヶ
月
拾
八
円
一
名
通
計
―
―
―
十
五
名
ナ
リ
人
員
前
年
二
異
ナ
ラ
ス
又

本
年
中
職
員
ノ
任
免
増
俸
等
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ

二
月
十
―
―
一
日
陸
軍
々
骰
學
校
教
官
陸
軍
二
等
軍
醤
正
森
林
太
郎
二
本
校
専
修
科

美
術
解
剖
ノ
授
業
ヲ
引
続
キ
嘱
託
シ
報
酬
ト
シ
テ
一
ケ
年
金
一
二
百
圃
贈
付
ス

四
月
九
日
書
記
平
尾
吉
延
二
五
級
俸
給
典
セ
ラ
ル
十
二
日
雇
伊
東
貞
文
ノ
月

俸
金
一
―
―
拾
円
二
進
ム
十
―
―
一日
教
授
橋
本
雅
邦
二
嘗
分
年
俸
金
七
百
円
支
給
セ

ラ
ル

六
月
八
日
帝
國
博
物
館
主
事
本
校
工
場
監
督
久
保
田
鼎
ヘ
一
ケ
年
ノ
報
酬
ト
シ

テ
金
三
百
円
贈
付
ス
十
七
日
書
記
安
井
一
匡
二
本
校
資
金
部
物
品
會
計
官
吏

ヲ
命
ス
ニ
十
三
日
文
部
省
雇
山
本
治
兵
衛
本
校
技
手
二
任
シ
―
―
一
級
俸
給
興
セ

ラ
ル
ニ
十
七
日
技
手
山
本
治
兵
衛
本
校
書
記
二
兼
任
セ
ラ
ル
―
―
―
十
日
技
手

兼
書
記
山
本
治
兵
衛
文
部
属
兼
本
校
技
手
二
任
セ
ラ
レ
三
級
俸
給
興
セ
ラ
ル

九
月
二
十
日
帝
國
博
物
館
書
記
川
崎
千
虎
二
本
校
考
古
學
及
本
邦
武
装
沿
革
等

ノ
講
義
嘱
託
候
二
付
一
ケ
年
手
営
ト
シ
テ
金
戴
百
四
拾
円
贈
付
ス
ニ
十
一
日

助
教
授
海
野
膵
眠
助
教
授
白
山
福
松
ノ
両
名
二
各
四
級
俸
助
教
授
岡
崎
雪
磐

ニ

五
級
俸
助
教
授
荒
井
甲
子
三
郎
二
六
級
俸
助
教
授
剣
持
忠
四
郎
書
記
糟
屋
正
通

ノ
両
名
二
各
九
級
俸
技
手
大
島
勝
次
郎
二
七
級
俸
右
執
レ
モ
給
興
セ
ラ
ル
又
雇

杉
浦
瀧
次
郎
J

月
俸
金
戴
拾
五
円
二
進
ム
雇
安
田
辰
一
二
朗
ノ
月
俸
金
五
円
二
進
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本
年
末
現
在
生
徒
ノ
敷
ハ
ニ
百
十
七
人
ニ
シ
テ
之
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
豫
備
ノ
課
程

ヲ
履
修
ス
ル
者
六
十
二
人
絵
画
科
第
一
年
生
二
十
八
人
第
二
年
生
十
七
人
第
一
―
―

年
生
二
十
八
人
第
四
年
生
七
人
彫
刺
科
第
一
年
生
六
人
第
二
年
生
一
人
第
三
年

生
十
一
人
第
四
年
生
二
人
美
術
工
藝
科
彫
金
科
第
一
年
生
五
人
第
二
年
生
二
人

第
三
年
生
三
人
同
鋳
金
科
第
一
年
生
一
人
第
二
年
生
五
人
第
一
一
一年
生
五
人
同
蒔

絵
科
第
一
年
生
五
人
第
二
年
生
四
人
第
三
年
生
六
人
第
四
年
生
一
人
特
別
ノ
課

程
ヲ
履
修
ス
ル
者
六
人
撰
科
第
一
年
生
一
人
第
二
年
生
二
人
第
三
年
生
八
人
第

四
年
生
一
人
通
計
二
百
十
七
人
皆
自
費
ナ
リ
之
ヲ
前
年
二
比
ス
レ
ハ
ニ
十
八
人

生

徒

十
月
二
十
二
日
助
教
授
荒
井
甲
子
三
郎
長
崎
縣
尋
常
師
範
學
校
教
論
二
轄
任
シ

同
人
本
校
満
一
年
以
上
在
勤
二
付
十
一
月
四
日
付
ヲ
以
テ
月
俸
半
月
分
給
興
七

明
治
二
十
五
年
末
職
員
現
在
表

十
二
月
十
六
日
教
授
川
端
玉
章
教
授
高
村
光
雲
各
営
分
年
俸
金
七
百
円
支
給
セ

一
月
二
十
二
日
ョ
リ
ニ
十
五
日
二
至
ル
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
甲
組
五
人

ノ
卒
業
試
験
ヲ
行
フ

二
月
一
日
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
花
ノ
五
人
へ
卒
業
證
書
ヲ
授
与
ス

東
京
府
平
民
村
山
旬
五
富
山
縣
士
族
木
村
良
吉

東
京
府
士
族
齋
藤
謙
福
島
縣
平
民
吉
田
金
吉

東
京
府
平
民
船
田
虎
蔵

十
五
日
ョ
リ
十
六
日
二
至
ル
専
修
科
第
一
年
生
甲
組
絵
画
科
十
人
彫
刺
科
三
人

美
術
工
藝
科
中
彫
金
二
人
鋳
金
三
人
漆
工
四
人
都
合
二
十
二
人
ノ
學
年
試
験
ヲ

増加七リ又本年中生徒二関スル重ナル條件左ノ如シ

悶 ムロ 事教教 級 官

比
較

減,．増̀  
計 務務員 別

等

． I忌
尽 奏

級
五

＝級 1等

四 ， 

級 ノ‘

五 等
級
ノ，‘ 
級

七
七

五 五

『任

十 等
級

I 九等

四 ＝ 託嘱

計 小
-o__Q_ 五

級

等
級

級
四

＝ 級
等 判

五
：：：：： 級

二

ノ＇‘ 等
級

七
四

級一

公ぃI 等

級 等

雇

゜
五 五

託嘱
任

計小
0 - 八 五 0

計通
0 - 八 〇 五＝

ラ
ル

ム

ラ
ル
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東

京

府

士

族

谷

錬

太

郎

熊

本

縣

平

民

徳

永

松

喜

宮

城

縣

平

民

林

竹

次

郎

長
野
縣
乎
民
横
山
常
五
郎

岡

山

縣

平

民

奥

山

犀

吉

富
山
縣
平
民
鷹
田
亀
之
助

行
ヒ
各
同
科
第
二
年
生
二
進
級
シ
又
撰
科
第
一
年
生
絵
画
科
二
人
彫
刺
科
三
人

美
術
工
藝
科
中
彫
金
二
人
都
合
七
人
ノ
學
年
試
験
ヲ
行
ヒ
各
同
科
第
二
年
生
ニ

進
級
ス

四
月
廿
三
日
學
術
研
究
ノ
為
メ
生
徒
一
同
教
員
附
添
栃
木
縣
下
日
光
へ
旅
行
シ

二
泊
シ
テ
蹄
京
シ
同
日
ョ
リ
四
日
問
臨
時
休
業
ス

六
月
七
日
道
罷
府
縣
へ
特
選
生
ヲ
募
集
シ
八
月
廿
五
日
合
格
者
十
一
人
二
入
學

ヲ
許
ス
又
同
日
ョ
リ
八
月
五
日
二
至
ル
第
五
凹
生
徒
ヲ
募
集
シ
八
月
十
五
日
ョ

リ
十
九
日
二
至
ル
入
學
試
験
ヲ
行
ヒ
合
格
者
五
十
一
＿
一
人
二
入
學
ヲ
許
ス
道
鹿
府

縣
特
撰
二
係
ル
者
卜
通
計
六
十
四
人
ナ
リ
十
六
日
ョ
リ
廿
七
日
二
至
ル
普
通
科

第
一
年
生
四
十
七
人
ノ
學
年
試
瞼
ヲ
行
ヒ
同
科
第
二
年
生
二
進
級
七
シ
者
四
十

二
人
ナ
リ
十
三
日
ョ
リ
ニ
十
九
日
二
至
ル
普
通
科
第
二
年
生
四
十
二
人
ノ
學

年
試
瞼
ヲ
行
ヒ
普
通
科
課
程
ヲ
了
シ
専
修
科
及
特
別
課
等
へ
入
ル
者
一
＿
一
十
五
人

内
絵
画
科
十
八
人
彫
刺
科
一
人
美
術
工
藝
科
中
彫
金
一
人
鋳
金
五
人
漆
工
四
人

特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
六
人
通
計
三
十
五
人
ナ
リ
十
日
ョ
リ
―
―
―
十
日
二
至

ル
専
修
科
第
一
年
生
絵
画
科
十
八
人
彫
刺
科
八
人
美
術
工
藝
科
中
彫
金
一
人
鋳

金
二
人
漆
工
二
人
都
合
三
十
一
人
ノ
學
年
試
瞼
ヲ
行
ヒ
絵
聾
科
二
於
テ
一
人
ヲ

除
キ
他
ハ
各
同
科
第
二
年
生
二
進
級
ス
又
専
修
科
第
二
年
生
絵
画
科
七
人
彫
刻

科
二
人
美
術
工
藝
科
中
彫
金
一
人
漆
工
一
人
都
合
十
一
人
ノ
學
年
試
験
ヲ
行
ヒ

各
同
科
第
三
年
生
二
進
級
ス
ニ
十
日
ョ
リ
ニ
十
八
日
二
至
ル
特
別
ノ
課
程
ヲ

履
修
ス
ル
者
十
四
人
ノ
卒
業
試
瞼
ヲ
行
フ

七
月
十
一
日
特
別
ノ
課
程
ヲ
履
修
ス
ル
者
左
ノ
十
四
人
へ
卒
業
証
書
ヲ
授
典
ス

富
山
縣
平
民

鹿
児
島
縣
士
族

長
井
実
治

三

重

縣

士

族

島

田

里

喜

蔵

岡

山

縣

平

民

大

橋

郁

太

郎

新

潟

縣

平

民

渡

部

織

衛

埼

玉

縣

士

族

芳

川

廷

輔

大

分

縣

士

族

木

元

平

太

郎

富

山

縣

士

族

中

村

安

太

郎

九
月
十
三
日
本
校
規
則
第
二
十
二
條
二
披
リ
生
徒
中
學
業
特
二
優
等
ノ
者
左
ノ

九
人
ヲ
選
ヒ
特
待
生
ト
ナ
シ
本
學
年
中
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

普

通

科

第

二

年

生

近

藤

延

太

郎

絵

画

科

第

二

年

生

白

濱

徴

絵
画
科
第
二
年
生
亀
岡
末
吉
彫
刺
科
第
二
年
生
新
納
忠
之
介

彫

刺

科

第

二

年

生

澤

藤

太

郎

美
術
工
藝
科
彫
金
第
二
年
生
酒
井
利
之
助

美
術
工
藝
科
鋳
金
第
二
年
生
西
原
猪
太
郎

美
術
工
藝
科
漆
エ
第
三
年
生
藤
岡
注
多
良

特

別

ノ

課

程

安

藤

時

蔵

十
月
二
十
日
閣
龍
吉
界
博
覧
会
へ
出
陳
ノ
諸
品
略
落
成
二
付
二
十
二
日
ョ
リ
三

十
一
日
二
至
ル
十
日
間
臨
時
休
業
ス

十
一
月
十
九
日
本
校
規
則
改
正
二
付
特
別
ノ
課
程
ヲ
廃
ス
ル
ニ
依
リ
現
在
同
課

程
ヲ
履
修
ス
ル
生
徒
七
名
二
限
リ
同
月
二
十
八
日
特
二
文
部
省
ノ
認
可
ヲ
得
テ

前
規
則
二
依
リ
履
修
セ
シ
ム

本
年
二
月
卒
業
セ
シ
村
山
旬
五
ハ
図
華
社
木
村
良
吉
ハ
新
潟
縣
尋
常
中
學
校
齋

藤
謙
ハ
帝
國
博
物
館
吉
田
金
吉
ハ
青
森
縣
弘
前
尋
常
中
學
校
又
同
年
七
月
卒
業

セ
、
ソ
横
山
常
五
郎
ハ
山
梨
縣
尋
常
師
範
學
校
徳
永
松
喜
ハ
滋
賀
縣
尋
常
師
範
學

校
林
竹
次
郎
ハ
宮
城
縣
尋
常
中
學
校
永
井
宜
治
ハ
長
崎
縣
私
立
活
水
女
學
校
大

橋
郁
太
郎
ハ
東
京
府
尋
常
師
範
學
校
渡
部
織
衛
ハ
私
立
美
術
購
習
所
右
執
レ
モ

画
學
ノ
教
員
ト
ナ
リ
又
ハ
絵
画
ノ
為
メ
雇
員
ト
ナ
ル
其
他
皆
自
螢
セ
リ

大
塚

泰
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き
、
専
門
実
技
教
育
の
充
実
を
は
か
っ
た
。

一
、
普
通
科
、
専
修
科
を
廃
止
し
、
予
備
の
課
程
（
一
年
）
、
本
科
（
四
年
）
を
置

改
正
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

規
則
改
正

解

説

暉
受
第
九
九
琥

庶
第
二

0
七
琥

去
ル
八
月
甘
一
日
附
ヲ
以
テ
本
校
第
四
年
報
及
御
送
附
候
慮
右
年
報
中
経
費
ノ

部
二
誤
謬
有
之
候
二
付
訂
正
之
上
別
紙
及
御
送
附
候
間
乍
御
手
敷
最
前
差
出
候

分
卜
御
挿
替
相
成
度
此
段
及
御
照
會
候
也

明
治
廿
六
年
十
月
十
二
日

東
京
美
術
學
校

文
部
大
臣
官
房

報
告
課
御
中

（
別
紙
は
省
略
。
巻
末
表
①
明
治
二
十
五
年
の
訂
正
金
額
参
照
。）

（
道
庁
府
県
別
各
科
現
員
一
覧
表
、
経
費
、
書
籍
器
械
の
項
省
略
）

本
年
中
卒
業
生
ニ
シ
テ
圏
画
科
敦
員
免
許
状
ヲ
受
領
セ
シ
者
十
二
人
又
生
徒
中

徴
兵
適
齢
二
付
本
校
ノ
証
明
書
ヲ
願
出
之
ヲ
交
付
シ
タ
ル
者
四
十
八
人
又
不
都

合
ノ
廉
ア
リ
本
校
規
則
二
照
シ
譴
責
ス
ル
者
一
人
停
學
ヲ
命
ス
ル
者
一
人
除
名

ス
ル
者
七
人
ナ
リ

二
、
美
術
工
芸
科
中
に
鋳
金
科
を
新
設
し
、
漆
工
科
を
蒔
絵
科
と
改
称
し
た
。

三
、
特
別
の
課
程
に
よ
る
教
員
雅
成
を
廃
し
、
絵
画
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
教
職
科

目
を
設
け
、
同
科
の
教
育
の
一
環
と
し
て
教
員
疫
成
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四
、
図
画
講
習
科
を
新
設
し
、
現
職
教
員
の
補
修
教
育
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五
、
公
立
中
学
校
卒
業
者
の
た
め
に
入
学
試
験
に
お
け
る
学
科
無
試
験
規
程
を
設
け

こ。t
 

鋳
金
科
設
置

鋳
金
に
関
す
る
教
育
は
既
に
明
治
二
十
三
年
か
ら
美
術
工
芸
科
の
金
工
の
部
門
で
行

わ
れ
て
い
た
。
即
ち
金
工
専
攻
の
生
徒
は
第
一
年
で
、

「
造
型
」
（
「
土
型
蛾
型
等
二
由

テ
鋳
造
物
ノ
牝
型
ヲ
造
ル
ヲ
教
ユ
」
）
、

「
冶
金
法
」
（
「
合
金
分
金
等
金
工
二
適
当
ナ
ル

冶
金
学
ノ
大
要
ヲ
講
授
ス
」
）
、

「
金
工
史
」
、
「
図
案
」
、
「
工
場
実
習
」
な
ど
の
授
業
で

基
本
を
学
び
、
第
二
年
以
後
、
彫
金
、
鋳
金
の
い
ず
れ
か
を
専
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
鋳
金
教
育
の
指
母
者
は
岡
崎
雪
声
（
前
出
）
、
蝋
型
の
名
人
大
島
如
雲
、

杉
浦

清
太
郎
（
明
治
二
十
四
年
解
嘱
）
、
杉
浦
瀧
太
郎
ら
で
、
鋳
金
科
設
個
後
も
指
母
体
制
に

は
特
に
変
化
は
無
か
っ
た
。

[
n
ロ
ノ
プ
ス
〕

閣
龍
世
界
博
覧
会

明
治
二
十
六
年
に
米
国
｀
ゾ
カ
ゴ
市
で
世
界
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日

本
政
府
は
か
つ
て
無
い
租
極
的
姿
勢
で
出
品
準
備
を
開
始
し
た
。
そ
の
際
、
博
覧
会
事

務
局
副
総
裁
と
し
て
指
揮
に
あ
た
っ
た
の
は
本
校
と
縁
故
の
深
い
九
鬼
隆
一
で
あ
り
、

本
校
も
必
然
的
に
協
力
体
制
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
美
術
品
と
し
て

橋
本
雅
邦
の
「
山
水
図
」
、
高
村
光
雲
の
「
老
猿
」
、
竹
内
久
一
の
「
伎
芸
天
」
な
ど
を

含
む
六
十
二
点
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
今
の
万
博
日
本
館
に
相
当
す
る
「
鳳
凰
殿
」
の

室
内
装
飾
制
作
が
行
わ
れ
た
。

3
 

2
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